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令和７年度 大阪市健康増進活動事業補助金 募集要項 

 

大阪市健康増進活動事業補助金（以下、「補助金」という。）は、一次予防の

普及啓発を図るための事業に対し、その経費の一部を補助することにより本市

の市民の健康寿命の延伸及び普及啓発事業を通しての健康づくり並びに市民の

健康の保持と増進を図ることを目的としています。 

 

１ 補助金の概要 

（１）補助対象となる事業 

一の区の区域に居住する方または通勤・通学する方を対象として行う事業で

あって、次のいずれかに該当する事業について補助金を交付します。 

①「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業 

②「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業 

③「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業 

④「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業 

※なお、上記に該当する事業であっても、本市の実施する事業と内容及び対象

者が重複していると認められる事業、他の制度による補助金の交付を受けて

いる、又は交付の対象となる事業等は補助対象とはなりませんので、詳細は

大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱（以下、「交付要綱」という。）をご

覧ください。 
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（２）補助金額等 

補助対象経費の１／２以内、1 補助事業者あたり 70,000 円を上限とし、か

つ本市の令和７年度の予算の範囲内で交付要綱別表２又は下記で定める当該

区にかかる補助金交付上限額の範囲内の額とします。 

 

当該区にかかる補助金交付上限額 

北 区 140,000円 

都 島 区  70,000円 

福 島 区 140,000円 

此 花 区 140,000円 

中 央 区 140,000円 

西 区 140,000円 

港 区 140,000円 

大 正 区  70,000円 

天 王 寺 区  75,000円 

浪 速 区       0円 

西 淀 川 区 140,000円 

淀 川 区 140,000円 

東 淀 川 区 140,000円 

東 成 区 140,000円 

生 野 区 140,000円 

旭 区  70,000円 

城 東 区 140,000円 

鶴 見 区  70,000円 

阿 倍 野 区  70,000円 

住 之 江 区 140,000円 

住 吉 区 210,000円 

東 住 吉 区 106,000円 

平 野 区 140,000円 

西 成 区  70,000円 

合 計 2,771,000円 
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（３）補助対象経費 

補助金の補助対象事業の内容は、「各対象事業の講習会等」「調理実習」「体

操教室」「歩育教室（ウォーキング教室）」に限られます。 

他の事業内容や、「総会開催・参加経費」「会報発行経費」など事業者の維持

運営等に要する経費は補助対象とはなりませんのでご注意ください。 

詳細は交付要綱別表１又は下記の補助対象経費及び補助対象外経費の表で

ご確認ください。 

また、補助金額は申請内容を審査した上で決定します。 

 

（補助対象経費） 

経費区分 補助対象経費 

報 償 費 補助対象事業にかかる講習会等の講師謝礼 

消耗品費 補助対象事業にかかる文房具等事務用品、材料費等 

印刷製本費 補助対象事業にかかるビラ、啓発用冊子の印刷経費等 

通信運搬費 補助対象事業にかかる郵便料金 

旅費交通費 
補助対象事業にかかる移動に伴う交通費 

ただし、補助事業者が関知しない範囲の移動については対象外 

保 険 料 補助対象事業にかかる損害賠償保険、ボランティア保険等 

委 託 料 補助対象事業にかかる委託料。例：会場設営等の経費 

使 用 料 補助対象事業にかかる会場借り上げ経費、レンタル経費等 

  

（補助対象外経費） 

経費区分 補助対象外経費 

食 糧 費 会議開催時等の飲み物代、昼食代、茶菓代等 

備品購入費 
品質・形状を変えることなく、１年を越える使用に耐える物品ま

たは図書等の備品類の購入経費等 

会   費 講習会等の参加費等 

交 際 費 見舞金、慶弔費等 

そ の 他 

事業実施に必要と認められない経費（補助事業者以外の事業者が主催

するものにかかる経費、参加者等への景品・お土産、参考図書購入経

費、補助対象事業外の交通費を含む） 

   ※補助対象経費については、領収書等により補助金の交付の決定を受けた

者が支払ったことを確認できることが必要です。 
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２ 補助対象となる期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月 31日の間に実施される事業が、補助の

対象となります。 

 

３ 申請期間と申請方法 

書類の作成にあたっては、記入例をよく確認していただいたうえで、間違

いのないようにお願いします。 

 

（１）申請期間 

  事業開始日の 30日前まで 

【事業開始日 30日前の 17時 30分必着】 

（この事業は、令和７年度予算の成立をもって実施します） 

 

（２）申請方法 

補助金交付申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、次に掲げる添付書類

を添えて１部提出してください。 

①事業計画書（様式第２号） 

事業計画書別表 

②収支予算書（様式第３号） 

  

（３）提出方法 

申請書類は送付により提出してください。 

（提出先） 〒530-8201 大阪市北区中之島１-３-20 

             大阪市健康局健康推進部健康づくり課 

             大阪市健康増進活動事業補助金 係 

 

４ 補助金について 

（書類の不備等がないようにするため、必ずご確認ください） 

○交付申請に関する事項 

・交付申請書や実績報告書等書類は、必ず最新の様式を使用してください。 

特に事業計画書や事業実績報告書の事業内容については、別表に記入していた

だくことになりますので、書類作成時はご注意ください。 

・本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業は補

助金の交付対象となりませんので、事業計画書に本市の事業と重複していな

いことが分かるように事業内容や主な対象者を記入してください。 

・補助対象経費の内容は大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱の別表１のと
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おりです。（補助対象経費等一覧参照） 

 

執行にあたって特に注意を要するもの 

・ 講師謝礼は役職等を問わず１時間あたり 11,400 円が補助対象経費の上

限となります。この金額を超える部分については全額事業者の経費とし

てください。 

・ 事業者の運営に関わる費用は一切計上できません。 

・ 理事会や会員の研修会の交通費は補助対象経費になりませんので計上で

きません。 

・ 補助対象事業に関するものであっても、補助事業者が関知しない範囲の

移動にかかる交通費は補助対象経費になりませんので計上できません。 

・ 補助対象事業に関するスタッフの交通費については、次の範囲内で認め

ます。 

・ 下見が必要な場合のスタッフの人数：３人以内 

・ 当日のスタッフの人数：一般参加者と同数以下 

・ 交通費の経路が複数考えられる場合、最も安価なものを選んでください。

なお、審査の結果、別の安価な経路が判明した場合は、安価な経路の交

通費までしか補助対象になりません。 

・ １年間を通じた会の運営に伴う保険料は計上できません。 

・ バス等の借り上げ経費は計上できません。 

・ 入場料等の個人で負担すべき経費は計上できません。 

・ 事業実績報告書別表に事業効果の記入が必要になります。そのため事業

計画書別表にも事業効果の測定方法を必ず記入してください。事業効果

を測定していない事業については補助できません。 

・ 交付申請書等の書類を作成する際は、ボールペンや鉛筆で記入したもの

をコピーし、コピーした分を提出し、原本は必ず手元に保管してくださ

い。 

・ 本補助金は事業終了後に交付します。ただし、補助事業の円滑な遂行を

図るため必要と認められるときは、事前に補助金の額の範囲内でその全

部または一部を概算払により交付することができます。概算払を希望す

るときは申請書提出の際に概算払申請書もあわせて提出してください。 

・ 請求書は、補助金の交付決定後に必要となる書類ですので、交付申請書

の提出時は必要ありません。 

提出時期等は、補助金の交付決定通知書の送付時にご連絡いたします。 
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○領収書等証拠書類に関する事項 

・実績報告・精算の際には、実績報告書、事業実績報告書、収支決算書、経費

の支出を確認できる書類の写し等（領収書の写し等）、精算書などの提出が必

要となります。そのため、交付申請をした事業にかかる経費については、領

収書等の保管・整理を行っておいてください。 

その他の書類については、補助金の交付決定時にお知らせさせていただきま

す。 

・領収書等証拠書類がない支出については、補助対象にはなりません。 

・修正や追記などをした領収書・レシート、必要事項(領収日、領収印、支払内

訳)が不明(領収書の但し書きが空白)なものなどは証拠書類として認められ

ません。 

・領収書等証拠書類のあて先は交付申請書に記入した補助事業者の正式名称と

合致させてください。また領収書については経費の内訳が分かるように但し

書き等への記入をお願いします。 

・本補助金の交付を受ける経費については帳簿を作成し、領収書等を添付する

など支払状況を証する資料と併せて、補助事業者で５年間保管してください。 

 

○交付決定に関する事項 

・大阪市は提出された申請書類の内容を審査し、交付又は不交付の決定を行い

申請者あて通知します。 

・申請された事業計画書等の内容によっては、補助対象の事業や経費と認めら

れないなどの理由により補助金の交付額の減額または不交付を決定すること

があります。 

 

○交付決定後に関する事項 

・交付決定を受けた申請を取下げる場合は、「大阪市健康増進活動事業補助金交

付申請取下書」（様式第６号）を提出し承認を受けてください。 

・交付申請で提出した事業計画書及び収支予算書の内容等を変更（軽微な変更

を除く）する場合は、事業開始の 30日前までに「大阪市健康増進活動事業補

助金変更承認申請書」（様式第７号）を提出し承認を受けてください。 

・交付申請で提出した事業を中止・廃止する場合は、「大阪市健康増進活動事業

補助金中止・廃止承認申請書」（様式第９号）を提出し承認を受けてください。 

○実績報告に関する事項 

・事業終了後、実績報告書、収支決算書等必要な書類を令和８年３月 31日まで

に提出していただきます。その際、不適切な支出や補助金に剰余が生じた場

合などは交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。 
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５ 問い合わせ先 

 〒530-8201 大阪市北区中之島１-３-20 

 大阪市健康局健康推進部健康づくり課 

 電話 06-6208-9961 FAX 06-6202-6967 


